
'平 成27年9月11日

セー ラム市親 善訪 問調査 に伴 う議員 の派遣 につ いて

地方 自治法第100条 第13項 及び大 田区議会会議規則第132条 の規定 に基づ き、

下記 の とお り議員 を派遣す る。

記

大 田区議会セー ラム市親善訪 問調査

1派 遣 の 目的

大 田区 との姉 妹都 市 で あるアメ リカ合衆 国マサ チ ューセ ッツ州セ ー ラム市 と

の友好 ・親 善の促 進 を図 り、あわせ て 同国他都 市 の主 に産 業 の実情 を調 査研 究

し、 区政 に反映 させ る。

2派 遣場所

アメ リカ合衆国 マサ チューセ ッツ州 セー ラム市 、ボス トン市

テ キサ ス州 ヒュース トン市

3派 遣期 間

平成27年10.月10日(土)か ら10月16日(金)ま で

4派 遣議 員

田 中 一 吉 議 員 松 原 茂 登樹 議員 押 見 隆 太 議員

長 野 元 祐 議員 渡 司 幸 議員 高 山 雄 一 議員

田 村 英 樹 議員 大 橋 武 司 議員 黒 川 仁 議員

5そ の他

本議決後 、一部変 更又は 中止 の場合 の決 定は、議i長に一任 す る。



平成27年9月11日

北京市朝陽区 ・大連市親善訪問調査に伴 う議員の派遣について

地方 自治法第100条 第13項 及び大田区議会会議規則第132条 の規定に基づき、

下記のとお り議員を派遣する。

記

大田区議会北京市朝陽区 ・大連市親善訪問調査

1派 遣の 目的

大田区との友好都市である中華人民共和国北京市朝陽区及び友好協力関係に

関す る覚書を結んだ遼寧省大連市 との友好 ・親善の促進を図 り、あわせて当該

市の主に産業の実情 を調査研究 し、区政に反映させ る。

2派 遣場所

中華人民共和国 北京市朝陽区

遼寧省大連市

3派 遣期間

平成27年10月19日(月)か ら10月24日(土)ま で

4派 遣議員

高 瀬 三 徳 議員 伊 藤 和 弘 議員 鈴 木 隆 之 議員

伊佐治 剛 議員 秋 成 靖 議員 玉 川 英 俊 議員

松 原 元 議員

5そ の他

本議決後、一部変更又は中止の場合の決定は、議長に一任する。



平成27年9月11日

親善訪問調査に伴 う議員の派遣について

地方 自治法第100条 第13項 及 び大 田区議会会議規則第132条 の規定 に基づ き、下

記 の とお り議員 を派遣す る。

記

大 田区議会親善訪問調査(区 政施策調査)

1派 遣 の 目的

大 田区が 「おおた ブラン ド」を世 界に発 信 してい く一環 と して、平成26年5

月にスイ ス連邦 ヴォー州 イ ヴェル ドン ・レ ・バ ン市 、Y-Parcと 協議書 を締結 し

た。 更 な る産 業交流 の支援 と相互理解 の深化 を図 るた め、同市及 び同 国諸都 市

につい て調査 を実施す る。 併せて、大 田区産業 の グローバル 展開 に寄与す るた

め、欧州他都 市 の実情 を調査研究 し、区政 に反映 させ る。

2派 遣場所

スイス連邦

ドイツ連邦共和国

ヴォ ー 州 イ ヴェル ドン ・レ ・バ ン市 、 ロー ザ ンヌ 市

ジ ュネ ー ヴ州 ジ ュネ ー ヴ市

ノル トライ ン ・ヴェス トフ ァー レン州 デ ュ ッセ ル ドル フ市

3派 遣期 間

平成27年10月18日 (日)か ら10月25日(日)ま で
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大 森 昭 彦 議員

勝 亦 聡 議員

5そ の他

本議決後 、一 部変更又 は中止 の場合 の決 定は、議 長に一任 す る。


